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会 計 事 務 局 
 

１  会計事務局の運営方針 
歳入・歳出に基づく現金の出納・保管、予算執行の事前審査と支出の審査、財務会計システム及

び給与システムの運用、 財務会計事務の検査指導と研修の実施、 物品の集中調達などの業務を

通じ適正な財務会計事務の遂行に努める。 

 

２  組織（４５名） 

令和４年４月１日現在 

 

会計管理者 

(会計事務局長) 

 
会計管理課長 

 
課長補佐(総括) 

  
庶務担当 

 

    

       
審査担当 

        

        
出納担当 

        

    
副参事 

   
財務システム担当 

       

    
会計指導室長 

   
企画指導担当 

       

        
調度担当 

        

 
３  令和４年度当初予算 
 

（単位：千円） 

 

  

 

 

事           項 予算額 
財源内訳 

特定財源 一般財源 

職員給与費等 ２４７，４４９ ２９ ２４７，４２０ 

一般管理費小計 ２４７，４４９ ２９ ２４７，４２０ 

出納管理事務費 １７，８７５ １４ １７，８６１ 

財務会計指導検査費 ９７４ － ９７４ 

収入証紙取扱費 １９１，０２２ － １９１，０２２ 

小切手等支払未済償還金 ２２，６００ ５１，１５０ △２８，５５０ 

会計事務適正化費 ９８１ － ９８１ 

物品調達費 ４１，９２６ ３３，２７４ ８，６５２ 

印刷事業費 ３３，６９９ ２，０００ ３１，６９９ 

歳入の電子化システム維持管理費 １，２３１ － １，２３１ 

電子調達システム整備事業費 ９４，４２１ ８０７ ９３，６１４ 

システム管理費 ２５５，８７２ － ２５５，８７２ 

システム共通化事業費 １１７，８２５ － １１７，８２５ 

出納管理費小計 ７７８，４２６ ８７，２４５ ６９１，１８１ 

合  計 １，０２５，８７５ ８７，２７４ ９３８，６０１ 
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４  会計管理課の事務事業の概要 

(1)  庶務事務 

地方自治法及び証紙条例に基づき、自動車運転免許手数料、 パスポート発給手数料などの
県手数料について収入証紙による納付を受けるため、 収入証紙売りさばき人の指定と売りさばき
人への卸販売及び収入証紙売りさばき収入の調定を行う。 

・収入証紙の年間売りさばき額       ４６億２，９０６万９,２２０円（令和２年度） 

 

(2)  審査指導事務 
地方自治法に規定された会計管理者の職務権限として、 支出命令に係る支出負担行為の

確認事務を行う。 

・県費の支出負担行為審査件数                          ４６，７８６件（令和２年度） 

 
会計法等の規定による都道府県知事への会計事務の委任を受け、 会計管理者が 「支出官」

及び「歳入徴収官」 として、国費の支出負担行為の確認、支出事務、国の債権の管理及び歳

入徴収事務を行う。 

・歳出支出件数         ２，０５２件（令和２年度） 

・歳入調定件数           ８３５件（令和２年度） 

 

(3)  出納事務 
納入通知書を発行しない地方交付税などの国庫金等の受入確認、 歳出金支払いのための

小切手振出し、 歳計現金及び基金の保管並びに地方自治法に基づく決算の調製を行う。 

また、 円滑かつ確実な公金取扱いを維持するため、 指定金融機関等の公金取扱い事務の

実地検査と指導を行う。 

① 歳入事務 

・受入確認件数                            １，８５１件 （令和２年度） 

（国庫補助金、税務署還付金、県債等の受入件数） 

 

② 歳出事務 

・総支払件数                            ４６０，１８４件 （令和２年度） 

（財務会計システムによる本庁及び公所の合計支払件数） 

 

③ 決算の調製 

・令和２年度決算書     令和３年７月知事へ提出 
 

④ 指定金融機関等の実地検査 

・指定金融機関の実地検査          年４回（令和２年度出納分） 

・収納代理金融機関の実地検査      新型コロナウイルス感染防止のため延期 

 

(4)   財務会計・給与システムの運用事務 
県の各機関における財務会計事務及び給与支給事務を効率的に処理するため、 財務会計

システム及び給与システムを運用する。 

・財務会計システムの利用所属数：    ４０６所属（令和４年１月１日現在） 

・給与システム処理対象職員数：   ３６,８９４人（令和４年１月１日現在） 

※給与システムの処理対象職員には、 市町村立学校教職員、 警察職員を含む。 

 
  (5)  企画指導事務 

財務会計事務の効率化に資する改善や地方自治法等の改正に伴う財務規則等の改廃等を
行うとともに、 財務会計事務の適正な執行を図るため、 公所等に対する計画的な実地検査
や指導・助言、 事務処理能力の向上を目的とした財務会計事務研修会を開催する。 
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① 公所・か所に対する財務会計事務検査 

・検査対象機関        ２６８公所・か所のうち３６機関を実施（令和３年度） 

※新型コロナウィルスまん延防止対策により、検査実施数が減少 

 

②  財務会計担当職員や出納員等を対象とする研修 （令和３年度） 

・新任課出納員研修 年１回開催（ １日間） 参加者 約８０名 

・新任地方出納員研修 年１回開催（ １日間） 参加者 約６０名 

・財務会計事務初任者等研修 年３回開催（ ３日間） 参加者   １７１名 

・財務会計事務職員研修 年３回開催（ ３日間） 参加者 約７２０名 

・出納員会議 年１回開催（ １日間） 参加者 ３２０名 

・出前研修              随時開催（   ６回） 参加者      １１２名 

  

 

(6)  調度事務 
 事務の効率化と経費の節減を図るため、 本庁各課で必要とする物品の集中調達を行うととも

に、物品調達等の入札参加資格者の登録を行う。 

   また、 物品等の調達に当たり、 入札手続きや入札結果の公表等を、 インターネット経由で

行うことにより、 事業者の利便性の向上や入札手続きの透明性の確保を図る電子調達システム

を運用する。 

①  物品の集中調達 

・調達実績（令和２年度） 

［普通物品］    ２，２３２件      １，０５２，０３０千円 

［常用物品］    １５３品目（単価契約）  ２３，８７０千円 
 

②   物品調達等の入札参加資格者の登録 

・登録業者数       ４，７５１者（令和４年２月末現在） 
 

③   電子調達システムの運用 

・電子調達システムによる契約件数  ２３，３５３件（令和２年度） 
 

④  オープンカウンター方式 （公募型見積合わせ） による随意契約の導入 

・平成２７年４月より全所属・公所において導入可能とした。 

・オープンカウンター方式による随意契約件数  ２，８５８件（令和２年度） 

※新任課出納員研修、新任地方出納員研修、財務会計事務職員研修はオンラインで実施 
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議 会 事 務 局 

１ 組織（４２名）                    令和４年４月１日現在 

  局長 

 

  次長    （兼）総 務 課 長   副 参 事   総務 

                    (兼)課長補佐（総括） 

 

           秘 書 室 長   課長補佐（総括）  秘書 

                     （総務課と兼務） 

 

           議 事 課 長   課長補佐（総括）  議事・委員会・記録 

          

 

           政務調査課長   課長補佐（総括）  調査主査・法務主査・図書室長 

                    

 

２ 予算 

                                                               （単位：千円） 

  

事 項 予 算 額 概 要 

議 会 費 １，２５２，１９３ 報 酬       ６３４，９２０ 

議 員 期 末 手 当       ２４１，６６７ 

本 会 議 費       １０９，４５４ 

委 員 会 費        ２０，８６８ 

広 報 活 動 費         １，１３１ 

議 会 運 営 費       ２４４，１５３ 

事務局費 ４５２，１２５ 職 員 給 与 費 等       ２９３，５７５ 

本 会 議 費         ４，５７５ 

委 員 会 費        １２，５１９ 

広 報 活 動 費        ６３，７６６ 

調 査 活 動 費         ２，４７２ 

議会図書室運営費         ７，５４２ 

議 会 運 営 費        ２６，８７８ 

議会庁舎整備費        ４０，７９８ 

計 １，７０４，３１８  
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３ 主な分掌事務 

 （１）総務課 

  ・公文書の開示に関する事務の総括に関すること。 

    開示請求 11 件（令和４年３月末現在） 

  ・情報委員会（議会広報以外）に関すること。 

  ・予算及び会計事務に関すること。 

  ・議員の費用弁償に関すること。 

  ・政務活動費の執行等に関すること。 

  ・議員の資産公開に関すること。 

    閲覧 ２件（令和４年３月末現在） 

 （２）秘書室 

  ・議長及び副議長の秘書事務に関すること。 

  ・議員の履歴及び褒賞等に関すること。 

    10 年表彰 ９名、25 年表彰 １名、30 年表彰 ２名（令和３年度実績） 

  ・議員報酬に関すること。 

 （３）議事課 

  ・本会議の議事運営に関すること。 

  ・議会運営委員会、常任委員会、特別委員会(予算、決算)の議事運営に関すること。 

  ・議案、発議書及び意見書等に関すること。 

  ・議会の議事等に関する諸規程の制定改廃に関すること。 

  ・傍聴に関すること。 

   （令和３年実績（第１回定例会～第４回定例会、１月及び４月臨時会）） 

    本会議 1,057 名（新型コロナウイルス感染拡大防止のため高校生傍聴は実施せず） 

  ・請願及び陳情の受理、付託及び結果の処理に関すること。 

   （令和３年（第１回定例会～第４回定例会）） 

    請願 ９件（うち採択 ２件）※各定例会に同一請願が各１件継続。 

    陳情２８件 

・会議録及び諸会議の記録に関すること。 

 （４）政務調査課 

・県の事務事業の調査に関すること。 

・議員の照会事項の調査に関すること。 

・議案、請願、陳情等の調査に関すること。 

・議員の提出する条例案に関すること。 

・県政に関する情報及び各種資料の収集に関すること。 

・議会の広報に関すること。 

 （令和３年度実績） 

    「いばらき県議会だより」年４回刊行、印刷 3,318,540 部、折込 3,049,900 部 

・特別委員会(予算、決算以外)の議事運営に関すること。 

・図書室の管理運営に関すること。 

 （令和４年３月末現在の蔵書数） 

    図書類 １６，４２０冊 

    刊行物 ３４，４１２部 
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監 査 委 員 事 務 局 

 

 

１ 組 織 

（１）監査委員 

    臼井 平八郎（議員 非常勤） 

    村上 典男 （議員 非常勤） 

    深谷 一広 （識見 常 勤 代表監査委員） 

    羽生 健志 （識見 非常勤） 

 

 

（２）事務局（１８名） 

  

   局 長     次 長         監査第一課長         総 務 

                                      企 画 

                                      調 査 

 

                        監査第二課長         普通会計監査 

                                      企業会計監査 

 

 

２ 令和４年度当初予算 

                                  

事  項 予 算 額 概  要 

監査委員諸費 １６４，５４３ 

 

報 酬       ６，１４０ 

職員給与費等  １５１，１５４ 

事務費       ７，２４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位：千円） 
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３ 主な分掌事務 

（１）監査 

種 別 内   容 参  考 

定期監査 財務に関する事務の執行及び経営に

係る事業の管理について、毎年度に

１回以上行う。 

 

令和３年度：３７７機関 

  本庁１０１機関 

  出先２７６機関 

財政的援助 

団体等監査 

県が出資金、補助金等財政的援助を

している団体等の出納その他の事務

の執行について、必要に応じて行う。 

対象基準に該当する団体から選定し

実施 

令和３年度：２６団体 

〔対象基準〕 

・出資割合４分の１以上 

・補助金等１千万円以上等 

 

 

住民監査請求

に基づく監査 

県民から監査の請求があったときに

行う。 

 

令和３年度：請求１件 

 （棄却（一部却下）１） 

 

（２）検査・審査 

種  別 内    容 参  考 

例月現金 

出納検査 

会計管理者、公営企業管理者、病院事

業管理者が所管する現金出納につい

て、毎月検査を行う。 

 

決算審査・ 

健全化判断 

比率等審査 

普通会計、企業会計の決算の審査、決

算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率の審査を行う。 

（審査対象） 

・普通会計（一般会計、特別会計） 

・企業会計 

 水道、工業用水道、地域振興、  

 病院、流域下水道、 

 鹿島臨海都市計画下水道 

 

内部統制評価

報告書審査 

内部統制の評価手続及び評価結果に

係る報告書の審査を行う。 

※内部統制 

・業務遂行上のリスク（不正やミス） 

 を想定し、対応策を事前に講じる取 

 組 
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人事委員会事務局 

 

１ 人事委員会の組織 

 (1) 委員（地方公務員法第９条の２） 

   委員長 ： 足 立 勇 人（弁護士 非常勤） 

   委 員 ： 加 藤 多 彦（明利酒類(株)代表取締役社長 非常勤） 

   委 員 ： 清 宮 正 人（元県職員 非常勤） 

 

 (2) 事務局 16名 

事務局長 

 

 
次 長 

 

  

(兼) 総務課長 

 

 

 

職員課長 

 

 

 
総務 

 

任用 

 

給与 

 

審査 

   

 

  

 

 

２ 令和４年度当初予算 

  人事委員会諸費       141,370千円 

  （内訳）報 酬        7,896千円 

      職員給与費     108,398千円 

      事務費       25,076千円 

 

３ 主な事務事業の概要 

 (1) 人事委員会の開催 

   人事委員会を開催し、地方公務員法に基づき、職員の任用、給与等、人事行政に関 

  する議案を審議する。 

 

 (2) 採用試験等の実施 

  ア 県職員の採用試験等を実施するとともに、定期人事異動等に伴う昇任選考を実施

する。 

 

  イ 県職員の採用試験等の受験者をより多く確保するため、パンフレット、インター

ネット等を通じて情報を提供するとともに、受験希望者を対象として、職員ガイダ

ンスを開催する。 
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   【令和３年度の主な採用試験の実施状況】         

試験区分 採用予定人員 受験者（A） 合格者

（B） 

競争率(A/B) 

大学卒業程度 173人程度 717人 192人 3.7倍 

高校卒業程度 68人程度 386人 85人 4.5倍 

      ※高校卒業程度は小中学校事務を含む。 

 

 (3) 給与等に関する報告及び勧告（地方公務員法第８条、第 14条、第 26条） 

   民間企業の給与等との均衡を図るため、職員給与実態調査及び、職種別民間給与実

態調査等を実施し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行う。 

  （参考）令和３年給与勧告等のポイント 

○ 月例給の改定なし・ボーナスを引下げ 

・ 民間給与との較差（58円、0.02％）が極めて小さいため、月例給の改定を行

わない。 

・ 期末手当（ボーナス）の引下げ（4.45月→4.30月：△0.15月分） 

 

〇 主幹教諭・指導教諭の設置に伴い、教育職給料表を改定（特２級の追加） 

 

 (4) 措置要求及び審査請求事案の審査 

   職員の勤務条件に関する措置要求事案及び不利益処分に関する審査請求事案の審査

並びに職員からの苦情相談を行う。 

  （令和３年度の係属・処理件数、令和４年３月末現在） 

   措置要求：０件（うち処理０件） 

審査請求：５件（うち処理１件） 

苦情相談：19件（うち処理 19件） 

 

 (5) 労働基準の監督（地方公務員法第 58条第５項） 

   県の事業所のうち人事委員会が所管する事業所を対象として、労働基準法及び労働

安全衛生法に基づく届出及び報告書の受理等を行う。 

  （令和３年度書面調査実施） 

   64事業所（知事部局：28事業所 教育庁：24事業所 警察本部：12事業所） 
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